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１ʷ２ 新庁舎建設に伴う移転計画及び移転業務委託 

（仕様書） 

1 業務委託名称  
新庁舎建設に伴う移転計画及び移転業務委託 

2 本業務の目的  
本業務は、下妻市の新庁舎建設に伴い、別記３「移転対象施設」の物品、文書等を新庁

舎へ移転するにあたり、綿密な移転計画の策定とこれに基づく細やかな調整及び効率的な
作業により、行政サービスの提供に影響を及ぼすことなく、円滑に遂行することを目的と
する。  

  

3 履行期間  

契約締結日から令和 5 年 6 月 30 日まで。  

  

4 業務概要  

本業務の概要は、次に掲げるものとする。  
(1) 移転計画策定業務（詳細は、別記 1「移転計画策定業務」を参照。） 
(2)移転業務（詳細は、別記 2「移転業務」を参照。）  

※移転業務の転用対象は、別添資料「保有什器リスト」、「移転文書リスト」、「移転保有物
品」のとおりとする。  

※「移転文書リスト」、「移転保有物品」はその全てを転用荷物量とし、「保有什器リスト」
からの転用荷物量は 10％程度を見込んでいる。  

  

5 対象施設  

本業務の対象施設は、別記３   施設概要の通り。  

  

６新庁舎開庁の供用開始 

令和 5 年 5 月 8 日（月）  

  

７業務の着手  
受注者は、契約締結の日から７日以内に業務に着手しなければならない。この場合にお

いて、着手とは、委託者が業務実施のため監督職員との打ち合わせを開始することをいう。  

  

８業務計画書  
受注者は、契約締結の日から 15 日以内に業務計画書を発注者に提出し、承認を得なけれ

ばならない。また、内容に変更があった場合には、随時「変更業務計画書」を提出するこ 
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と。なお、業務計画書には、次の内容を記載することとする。  

・全体の業務工程及び実施体制、作業概要等  

・災害、事故等の緊急・異常事態が発生した場合の対応  
 

９提出資料  

別記 1「移転計画策定業務」及び別記 2「移転業務」に記載の通り。  
なお、提出書類については、発注者と協議の上、その指示に従い、定められた期限まで

に遅滞なく提出すること。 

  

１０業務履行にあたっての留意点  
(1) 本仕様書及び別記 1「移転計画策定業務」、別記 2「移転業務」に基づき実施するこ

と。なお、本仕様書に明示されていないが、受託者において業務を実施する上で必
要と判断する事項がある場合は、発注者と協議の上、適切に対応すること。  

(2) 本業務履行にあたっては、関係法令等を遵守し、事故及び災害の防止に万全を期す
ること。  

(3) 受託者は、発注者と協議の上、定例会議を主催するとともに、業務の遅延などが発
生しないよう、進捗報告を行い、議事録の作成を行うこと。また、各部署や関係業
者等との協議結果についても原則として書面をもって必ず報告を行うこと。  

(4) 受託者は、災害・事故等の緊急・異常事態が発生した場合、事前に発注者と協議し
た方法に従い対応すること。  

(5) 受託者は、本業務の実施にあたり、発注者と協議を行い、その意図や発注者と協議
した方法に従い対応すること。  

(6) 受託者は、発注者からの指示や本業務の内容に関して照会があった場合、誠意をも
って速やかに対応すること。  

(7) 受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。なお、専門会社等の第
三者に一部を再委託する必要が生じた場合は、あらかじめ発注者の許可を得なけれ
ばならない。  

(8) 成果品納品期限前であっても、発注者は、成果品の全部もしくは一部を利用するこ
とができる。  

(9) 受託者は、本業務の履行完了の前後を問わず、業務の履行に際し知り得た発注者の  
機密情報を第三者への漏えい、その機密情報を目的以外で使用してはならない。 

(10) 受託者は、個人情報を適切に管理し、保護するための必要な措置を講じなければな 

らない。  

(11) 業務内容に変更が生じた場合は、発注者と協議の上、契約を変更することができる



 

 

 

ものとする。  
(12) 本仕様書及び別記 1「移転計画策定業務」、別記 2「移転業務」に定めのない事項につ

いては、発注者と協議の上で定めるものとする。  
 

１１成果品等に係る著作権等  

(1) 全ての成果品等は、発注者の所有とする。  
また、受託者は、本業務に係る成果品等の所有権及び著作権を引渡し時に発注者

に全て譲渡するものとする。  
(2) 受託者は、発注者の承諾を得ることなく成果品等を他人に閲覧、複写、または譲渡

してはならない。  
(3) 受託者は、発注者に引き渡した成果品などの全てについて、第三者の有する著作権

等を侵害するものではないことを保証すること。  
また、著作権等の侵害が判明した場合には、その損害を補償するなど必要な措置

を講じること。  
(4) 受託者は、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使

用するときには、その使用に関して責任を負うこと。  

  

１２検査  
受託者は、移転計画策定業務及び移転業務が完了したときには、発注者に完了届を提出

し、検査を依頼すること。  
また、検査により不具合が確認された場合、受託者は、これに対し誠実に対応し改善を

図ったうえで、改めて発注者に再検査を依頼すること。  

  

１３連絡先（担当）  

〒304-8501 

下妻市本城町二丁目２２番  
下妻市  総務部 財政課 施設経営係      
TEL 0296-43-2235（直）  

FAX 0296-43-4214 

E-Mail zaisei＠city.shimotsuma.lg.jp 

  


